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 主な変更の内容
（１）ＪＭＴＲの廃止措置に伴う変更
ＪＭＴＲの廃止措置に伴い、ＪＭＴＲ原子炉主任技術者がＪＭＴＲ廃止措置主任者に変わるとともに、Ｊ
ＭＴＲ及び照射設備の運転は行わず、ＪＭＴＲ廃止措置計画に定められた廃止措置を実施するため変
更を行う。

（２）保管廃棄施設の設置に伴う変更
保管廃棄施設の設置（「廃棄物の仕掛品の保管場所」から「保管廃棄施設」へ名称変更）に伴い、廃棄
物の仕掛品の管理を見直し、固体廃棄物の管理を変更する。

（３）記載の適正化

 変更申請について
ＪＭＴＲ原子炉施設の廃止措置を行うため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す
る法律（昭和32年法律第166号。以下「炉規法」という。）第43条の3の2第2項の規定に基づき、令
和元年9月18日に申請（令和2年11月30日に一部補正）を行った廃止措置計画に定める廃止措置
を実施することから、炉規法第37条第1項の規定に基づき、令和2年7月17日付けで保安規定の変
更認可申請（令和2年11月中に一部補正予定）を行った。



2

第１編 総則

（１）ＪＭＴＲの廃止措置に伴う変更
• ＪＭＴＲの廃止措置に係る定義の追加
• 品質マネジメント計画について、廃止措置の保安
活動も含むことを追加

• 廃止措置の工事に係る記録責任者等の追加
• ＪＭＴＲ原子炉主任技術者を削除し、ＪＭＴＲ廃止措
置主任者を追加

（２）保管廃棄施設の設置に伴う変更
• 廃棄物の仕掛品の定義を変更
• 放射性廃棄物の廃棄に係る記録責任者、保存責
任者及び保存期間の追加

第２編 放射線管理

（１）ＪＭＴＲの廃止措置に伴う変更
• ＪＭＴＲ原子炉主任技術者を削除し、ＪＭＴＲ廃止措
置主任者を追加

第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄
物等の管理

（１）ＪＭＴＲの廃止措置に伴う変更
• ＪＭＴＲ原子炉主任技術者を削除し、ＪＭＴＲ廃止措
置主任者を追加

（２）保管廃棄施設の設置に伴う変更
• 廃棄物の仕掛品の管理の変更
• 固体廃棄物の保管※及び廃棄の追加
※この編の他、第４編から第６編で示している図のうち、「廃
棄物の仕掛品の保管場所」と記載している箇所を「保管廃
棄施設」に変更する。

≪15頁参照≫

第４編 共用施設

（１）ＪＭＴＲの廃止措置に伴う変更
• ＪＭＴＲ原子炉主任技術者を削除し、ＪＭＴＲ廃止
措置主任者を追加

第５編 ＪＭＴＲの管理

≪次頁参照≫

主な保安規定の変更内容
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主な保安規定の変更内容 【第５編 ＪＭＴＲの管理】

第１章 通則

第２章 廃止措置管理

第３章 施設管理

第４章 保守管理

第５章 燃料要素等の管理

第６章 キャプセル等の管理

第７章 異常時の措置

第８章 放射線管理

• 適用範囲の追加
（廃止措置計画の第１段階にのみ適用するため）

• 廃止措置の移行に伴い必要のない条項の削除
（要員等の配置や運転計画など）

• 運転手引を管理手引とし、必要な事項を追加変更
≪4頁参照≫

• 廃止措置計画で必要な事項を追加
≪8頁参照≫

• 廃止措置の移行に伴い必要のない条項の削除
（運転上の制限や条件、運転など）

• 廃止措置段階で必要な維持内容の変更
（警報装置の作動条件や負圧の維持など）

≪新規追加≫

≪運転管理から施設管理へ変更≫

• 新検査制度移行に伴い追加となった条項（施設管
理実施計画等）については、引き続き廃止措置計
画で定める性能維持施設に適用する

• 巡視対象となる施設及び設備は性能維持施設を
対象とする

• 廃止措置の移行に伴い必要のない条項の削除
（未使用燃料の受入れや炉心挿入など）

• 燃料要素等の貯蔵にかかる条項は引き続き規定

• 廃止措置の移行に伴い必要のない条項の削除
（キャプセルの製作や炉心への装荷など）

• キャプセルの所在管理等は引き続き規定

• 廃止措置の移行に伴い必要のない条項の削除
（第３～６章で削除した条項）

• 第３～６章で規定した条項の異常時の措置や地震
又は火災時の措置等については引き続き規定• 放射線測定機器の管理については引き続き規定
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ＪＭＴＲ廃止措置に伴い、運転手引から管理手引に名称を変更するとともに、記載事項の見直し
を行う。

変更前 変更後

（手引の作成）
第４条 材料試験炉部長は、本体施設等及び照射設
備に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＪ
ＭＴＲ運転手引（以下この編において「運転手引」と
いう。）を作成する。
(1) 運転開始前及び運転停止後に確認すべき事項
(2) 運転操作に関する事項
(3) 巡視及び点検に関する事項
(4) 燃料要素の管理及び交換に関する事項
(5) 異常時の措置に関する事項

２ 材料試験炉部長は、前項の運転手引を作成する
場合は、ＪＭＴＲ原子炉主任技術者（以下この編に
おいて「原子炉主任技術者」という。）の同意を得る。
これを変更する場合も同様とする。

３ 材料試験炉部長は、第１項の運転手引を作成した
場合又は変更した場合は、所長及び環境センター
長に報告する。

（手引の作成）
第３条 材料試験炉部長は、本体施設等及び照射設
備に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＪ
ＭＴＲ管理手引（以下この編において「管理手引」と
いう。）を作成する。
（削る）
（削る）
(1) 巡視に関する事項
(2) 燃料要素の管理に関する事項
(3) 異常時の措置に関する事項
(4) 廃止措置に関する事項（商用電源喪失時の代替
措置に関する事項等を含む。）
(5) 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、
火災等があった場合に発生することが想定される
事故の種類、程度、影響等について、必要な保全
に関する措置

２ 材料試験炉部長は、前項の管理手引を作成する
場合は、ＪＭＴＲ廃止措置主任者（以下この編におい
て「廃止措置主任者」という。）の同意を得る。これを
変更する場合も同様とする。

３ 材料試験炉部長は、第１項の管理手引を作成した
場合又は変更した場合は、所長及び環境センター
長に報告する。

ＪＭＴＲ管理手引の記載事項について

次頁
参照
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 商用電源喪失時の代替措置に関する運用について
ＪＭＴＲ廃止措置計画の性能維持施設のうち、商用電源喪失時において代替措置等の実施が必
要な設備については、代替措置として必要な使用機器類や人員などを確保するとともに、その管理
の方法を「ＪＭＴＲ管理手引」で管理する。

➢ 代替措置の内容

可搬型発電機

施設への第三者の不法な接近等を防止するための設備

自動火災報知設備

給電

※なお、停電（計画外）が発生した場合は、機構内規定（停電時措置要領）におい
て、施設の点検や関係機関への通報連絡等について事項が定められている。

（補足） 商用電源喪失時の代替措置に関する事項について



6

想定事象：東日本大震災と同規模の地震により商用電源の喪失を想定
勤務時間内：職員又は常駐要員によって点検等を行う。
勤務時間外：対応の優先順位を以下に示す。

①緊急時招集システムにより職員を招集
（火災報知設備発報時：自衛消防隊出動）

②常駐要員により先行して施設の点検を実施
③招集された職員が合流し、施設の点検を継続
④点検の結果、施設に異常がないことを確認した後、職員もしくは常駐要員により、
可搬型発電機への切り替え作業を実施

⑤切り替え作業実施後、監視機能の起動確認及び異常の有無の確認を実施

この考え方を踏まえて、火災が発生した場合の措置については、「保安規定」及び保安規定に基づ
き策定する「ＪＭＴＲ管理手引」において定めるものとする。

⚫ 商用電源喪失時の対応

（面談時における確認事項）
商用電源喪失時の可搬型発電機による給電対応について、地震を起因とする場合の火災に対す
る実際の初期対応も踏まえ、可搬型発電機による給電対応の優先順位を整理して説明すること。

地震を起因として商用電源が喪失した場合、施設内の点検（火災発生状況を含む。）を
優先することとし、その後、可搬型発電機による給電対応を速やかに行うものとする。

≪参考≫

（補足） 可搬型発電機による給電対応について (1/2)



➢ 火災発生時の措置にかかる保安規定での記載事項

この他、非常の場合に採るべき措置（事前の措置や非常事態における活動）については、保安規定の
第１編に、消防法に基づく防火・防災管理については、機構内規定（防火・防災管理規則など）において、
必要事項が定められている。
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（手引の作成）
第３条 材料試験炉部長は、本体施設等及び照射設備に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＪＭＴ
Ｒ管理手引（以下この編において「管理手引」という。）を作成する。
(1) 巡視に関する事項
(2) 燃料要素の管理に関する事項
(3) 異常時の措置に関する事項
(4) 廃止措置に関する事項（商用電源喪失時の代替措置に関する事項等を含む。）
(5) 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事
故の種類、程度、影響等について、必要な保全に関する措置

第５編

（地震又は火災時の措置）
第４５条 地震又は火災が発生した場合は、原子炉課長は本体施設等、照射課長は照射設備、放射線管理
第２課長は別表第６及び別表第７に掲げる放射線管理設備について次の措置を講ずる。
(1) 震度４以上の地震が発生した場合は、施設及び設備を点検し、ＪＭＴＲの保安に影響がないことを確認
する。
(2) 原子炉施設に火災が発生した場合は、早期消火及び延焼の防止に努めるとともに、火災鎮火後に施
設及び設備を点検し、ＪＭＴＲの保安に影響がないことを確認する。

２ 放射線管理第２課長は、前項の確認の結果を原子炉課長に通報する。
３ 原子炉課長は、第１項の確認を行った場合及び前項の通報を受けた場合、照射課長は、第１項の確認を
行った場合は、材料試験炉部長及び廃止措置主任者に通報する。

第５編

（補足） 可搬型発電機による給電対応について (2/2)
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変更前 変更後

（新設） 第２章 廃止措置管理

第８条 （恒久停止措置）

第９条 （実施計画）

第１０条 （対象施設・設備等の供用終了確認）

第１１条 （汚染状況等の調査、原子炉施設を活用し
た調査及び研究）

第１２条 （廃止措置作業の計画）

第１３条 （工事の実施）

第１４条 （工事完了の報告）

第１５条 （廃止措置のために導入する装置）

第１６条 （放射性廃棄物でない廃棄物の管理）

第１７条 （設備の保安管理）

ＪＭＴＲの廃止措置移行に伴い、第２章に廃止措置計画に基づく管理の項目を追加する。

ＪＭＴＲの廃止措置に伴う管理項目を追加

①ＪＭＴＲ廃止措置計画の第１段階で行う
以下事項の管理内容について規定
• 原子炉の機能停止措置
• 汚染状況の調査
• 管理区域外の設備の解体撤去
②性能維持施設ではない設備の供用終了
にかかる管理内容を規定

③廃止措置のために導入する装置に関す
る内容を規定
※現段階において装置を導入する予定はない

④放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）の管
理内容を規定

①

①

①

②

②

③

④
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ＪＭＴＲ廃止措置計画の第１段階で行う原子炉の機能停止措置についての記載を追加する。

（恒久停止措置）
第８条 原子炉課長は、恒久停止措置として、炉心から制御棒を取り外し、制御棒駆動装置の電源ケーブルを
切り離さなければならない。

※：ＪＭＴＲ廃止措置計画の本文五より以下抜粋

（１）原子炉の機能停止措置
原子炉の機能停止措置として、既に炉心から全ての燃料要素が取り
出されており、燃料要素取出し後の炉心にはダミー燃料又は反射体
要素が装荷されていることから、燃料要素を炉心へ装荷することが不
可能な状態となっている。また、制御棒の取り外し及び制御棒駆動装
置の電源ケーブルの切離しを行い、恒久的に原子炉が起動できない
状態とする。

ケーブルを切り離す（案）

制御棒駆動装置概要図

（補足） 第５編 ＪＭＴＲの管理 【第２章 廃止措置管理】
第８条 （恒久停止措置）

第５編
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 廃止措置計画に基づく解体撤去工事等の計画、実施及び報告の追加
ＪＭＴＲ廃止措置計画において実施する解体撤去工事等を実施する際に作成する「実施計画」及
び「廃止措置作業の計画」の追加や、工事の実施及び報告の管理項目の追加を行う。

（実施計画）
第９条 原子炉課長及び照射課長は、廃止措置計画に基づき、廃止措置の対象となる施設・設備の解体撤去
工事又は核燃料物質等による汚染の除去工事（以下この編において「汚染の除去工事」という。）を実施する
場合は、これら工事に係る実施計画を作成し、廃止措置主任者の確認を受け、材料試験炉部長の承認を得
て、当該工事に関係のある課長等に通知しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 材料試験炉部長は、前項の承認をしたときは、所長に報告しなければならない。

（廃止措置作業の計画）
第１２条 原子炉課長及び照射課長は、廃止措置計画に基づき工事を実施しようとするときは、工事件名ごとに
工事対象範囲の汚染の状況の確認を行った上で、次の各号に掲げる項目を記載した廃止措置作業の計画
を作成する。

≪以下省略≫

（工事の実施）
第１３条 原子炉課長及び照射課長は、前条で定めた廃止措置作業の計画に基づき工事を実施する。
≪以下省略≫

（工事完了の報告）
第１４条 原子炉課長及び照射課長は、第１２条で定めた廃止措置作業の計画に基づく工事が完了した場合に
は、材料試験炉部長及び廃止措置主任者に報告するとともに、放射線管理第２課長等に通知する。

２ 材料試験炉部長は、前項の報告を受けたときは、所長に報告する。

※ＪＭＴＲ廃止措置計画の第１段階においては、以下の解体撤去工事等を実施する。
①原子炉の機能停止措置
②管理区域外の設備の解体撤去又は閉止処置

（補足） 第５編 ＪＭＴＲの管理 【第２章 廃止措置管理】
第９条、第１２条～第１４条 （廃止措置作業の計画等）

第５編
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 供用終了確認及び供用を終了した設備の管理について
性能維持施設以外の設備であって、解体撤去工事等の前までに行う供用終了確認と、供用を終
了した設備の管理について、記載を追加する。

（対象施設・設備等の供用終了確認）
第１０条 原子炉課長及び照射課長は、解体撤去工事又は汚染の除去工事を行う場合は、対象施設・設備等
の供用が終了していることを確認しなければならない。

２ 原子炉課長及び照射課長は、供用を終了した設備のうち、系統内に放射性物質が残存している設備につい
ては、第１７条第１項に基づく措置を完了するまで放射性物質の漏えい防止及び拡散防止の機能が維持され
ていることを確認しなければならない。

（設備の保安管理）
第１７条 原子炉課長及び照射課長は、供用を終了した設備のうち、放射性物質が系統内に残存する場合は、
その状況を把握し、解体撤去工事の着手までに系統の隔離、密封、機器の電源隔離等の適切な措置を講じ
る。

２ 原子炉課長及び照射課長は、供用を終了した設備のうち、系統内に放射性物質が残存している設備につい
て、前項に基づく措置を完了した場合は、材料試験炉部長及び廃止措置主任者に報告するとともに、放射線
管理第２課長に通知する。

３ 材料試験炉部長は、前項の報告を受けたときは、所長に報告する。

（補足） 第５編 ＪＭＴＲの管理 【第２章 廃止措置管理】
第１０条、第１７条 （供用終了確認等）

第５編
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廃止措置作業の計画を作成するにあたって必要に応じて行う「汚染状況等の調査」※1や、「原子
炉施設を活用した廃止措置及び高経年化に係る調査及び研究」※2を実施するに当たっての管理
項目を追加する。

（汚染状況等の調査、原子炉施設を活用した調査及び研究）
第１１条 原子炉課長及び照射課長は、次条に基づく廃止措置作業の計画の作成に資するため、必要に応じて
汚染状況等の調査を実施することができる。

２ 原子炉課長及び照射課長は、原子炉施設を活用した廃止措置及び高経年化に係る調査及び研究を実施す
るに当たっては、次条の廃止措置作業の計画に基づく工事並びに維持管理対象設備に影響を与えないこと
を確認する。

※1：汚染状況等の調査とは、解体撤去の工法及び手順の策定や解体撤去で発生する廃棄物の取扱いに関す
る事前評価のために実施するもので、汚染分布の評価の他、必要に応じて試料採取及び分析を行うもの
である。

※2：原子炉施設を活用した調査及び研究とは、廃止措置に関わる安全性実証試験や構造材等に関わる高経
年化のための調査研究(経年劣化事象の評価に係る材料特性の把握等)のために実施するものである。

第５編

（補足） 第５編 ＪＭＴＲの管理 【第２章 廃止措置管理】
第１１条 （汚染状況等の調査等）
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解体撤去工事等を実施するにあたって、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量を抑制し、又
は低減する観点その他の原子力安全の観点から、専ら廃止措置で使用するために装置（施設又
は設備）を導入する際の管理項目を追加する。

（廃止措置のために導入する装置）
第１５条 原子炉課長及び照射課長は、第１２条の廃止措置のために導入する装置については、第２７条を準
用する。この場合において、同条中「修理及び改造」とあるのは「導入」と読み替える。

２ 前項の装置の導入に当たっては、日本産業規格等の規格及び規準に準拠するとともに、必要に応じて放射
性物質の漏えい及び拡散防止対策、被ばく低減対策、事故防止対策の安全確保対策を講じる。

※：ＪＭＴＲ廃止措置計画の第１段階において、装置を導入する予定はない。導入する際は、廃止措置計画の
変更認可申請を行う。

第５編

（補足） 第５編 ＪＭＴＲの管理 【第２章 廃止措置管理】
第１５条 （廃止措置のために導入する装置）
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（放射性廃棄物でない廃棄物の管理）
第１６条 原子炉課長及び照射課長は、管理区域内に設置されている設備等を構成している金属、コンクリート、
ガラス、プラスチック等（以下「資材等」という。）を、核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物で廃棄
しようとするものでない廃棄物（以下「放射性廃棄物でない廃棄物」という。）とする場合は、次の各号に掲げ
る措置を講じて材料試験炉部長の承認を得る。
(1) 使用履歴の記録等が管理されている資材等については、管理された使用履歴、設置状況の記録等によ
り汚染がないことを確認する。
(2) 汚染された資材等については、その汚染部位の特定・分離を行う。
(3) 適切な測定方法により念のための放射線測定を行い、汚染がないことを確認する。

２ 材料試験炉部長は、前項の承認をしようとする場合は、あらかじめ廃止措置主任者及び放射線管理第２課
長の同意を得る。

３ 原子炉課長及び照射課長は、第１項で承認を得た放射性廃棄物でない廃棄物について、管理区域から搬
出するまでの間、放射性廃棄物との混在防止の措置及び汚染を防止するための措置を講じる。

➢ 放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）の管理
廃止措置の第１段階で発生する放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）の管理について、新たに保安
規定に定める。なお、廃止措置の第１段階で発生するものは、解体撤去工事等を伴わないもので、
管理区域内に設置されている設備等を対象としている。

第５編

（補足） 第５編 ＪＭＴＲの管理 【第２章 廃止措置管理】
第１６条 （放射性廃棄物でない廃棄物の管理）



15

 保管廃棄施設の設置について
• これまで原子炉施設で発生した固体状の核燃料物質等については、廃棄物管理施設へ引き渡
すまでの間は、「廃棄物の仕掛品」として、指定の保管場所で保管・管理していた。

• 今回、ＪＭＴＲ廃止措置計画において「保管廃棄施設」を定めたことから、当該廃棄物を引き渡
すまでの間は、「保管廃棄施設」で保管・管理を行う。

（固体廃棄物の保管）
第１３条 課長は、固体廃棄物を廃棄物管理施設に引き渡すまでの間、第４編、第５編及び第６編の管理区域
を示す図において指定されている保管廃棄施設に保管する。

２ 管理区域管理者は、保管廃棄施設について、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1) 可燃性の固体廃棄物については、金属製容器又は金属製保管庫に保管する。
(2) 保管廃棄施設の巡視を実施する。
(3) 保管廃棄施設又はその周辺に消火器又は消火設備を設置する。
(4) 目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。

第３編

ＪＭＴＲの保管廃棄施設の一例

※保管廃棄施設の設置の経緯
保管廃棄施設の設置に係る設置変更許
可は、平成26年12月26日付けで申請を
行ったが､本申請を一旦取り下げた上で､Ｊ
ＭＴＲについては廃止措置計画認可申請で
定めることとした。
廃棄物の仕掛品の管理については、平成
26年12月18日付けで申請した保安規定（平
成27年9月18日施行）から現在まで変更は
なく、本保安規定の変更において、仕掛品
置場が保管廃棄施設に名称が変更となる。
なお、本変更において、作業エリアの確
保のため、一部の仕掛品置場の撤去又は
移動を行う。

（金属製容器による保管の一例） （金属製保管庫による保管の一例）

保管廃棄施設の設置に伴う変更内容


